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千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
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100.0%
100.0%
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0.0%
0.0%

100.0%

事務事業名 甑島航路利用促進事業費

根拠法令 商工観光部関係補助金等交付要綱、甑島航路高速船維持補助金交付要領

補助経過年数 １年以上５年以下

令和元年度 甑島航路高速船維持補助金 評価表 46

所管部課名 商工観光部　交通貿易課 担当者 佐潟

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 高速船甑島の利用人数を用いて測定 60,000 令和元年度

令和元年度
予算額

1,000 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

1,000

補助対象経費
国に提出した補助金交付申請書に添付する航路損益計算書のうち、「高速船甑島」の運航・
管理等に関する経費であって補助対象外となった経費

補助対象事
業・活動の内

容

運航事業者の事業年度の決算における「高速船甑島」の損益計算書に欠損が生じた際の運
航・管理等に関する経費で、国・鹿児島県の補助対象外となった経費を本市で負担してい
る。

□運営補助のみ　　■事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
予算の範囲内　８５，６４４円（平成３０年度実績）

成果指標②

補助対象者 甑島商船㈱

上記項目の
積算方法

「補助対象事業・活動の内容」のとおり。

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成28年度 平成29年度 平成30年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0 0.0% 0

0.0%
寄付金・その他助成 0.0%

会費収入 0.0%
事業収入

自己負担 0.0%
市補助金 272,886 100.0% 85,644

計 0 272,886 100.0% 85,644
（前年度繰越金） 0.0%

支
出

事業費 272,886 100.0%

その他事務費 0.0%

0.0%

0.0%

85,644
人件費 0.0%

0.0%

計 0 272,886 100.0% 85,644
（翌年度繰越金） 0.0%

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0%
交付件数 1 1

支出計/前年度支出計 31.4%
自己資金/前年度自己資金

【前回評価】現状のまま継続。
【費用対効果】高速船甑島の安定的な運航の確保、甑島島民の生活安定、産業振興に寄与している。
【その他】国・鹿児島県の補助対象外となった経費を市が補助するものであるが、突発的な船舶の故障
により、川内港から串木野新港へ乗客を運搬するためバスを借り上げる費用なども含まれており、乗客
の安心安全を確保できている。

成果指標の推移① 47,262 45,518
成果指標の推移②

特
記
す
べ
き
事
項
等
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要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

A

本事業により、高速船甑島の安定的な運航が図られ、不
特定多数の島民及び利用者の産業振興・生活の安定化が
図られていることから、公益性が認められる。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

A
高速船甑島の安定的な運行の必要性と運航事業者の経営
状況を考慮すると、行政からの支援が必要であると認め
られる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

A

本事業により、高速船甑島の安定的な運航を行うことが
でき、適切な効果を生じている。また、島民の生活の安
定化及び産業振興のため必要不可欠な事業である。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

本事業は、運航事業者は甑島商船㈱であることから、行
政以外のものが行う方が適当である。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

本事業は、国・鹿児島県の補助対象外となった経費につ
いて、査定を行い、高速船の安定的な運航を図るために
必要な補助を行うものであることから、当該補助制度が
最も妥当な手段であると思われる。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

本事業は、国・鹿児島県の補助対象外となった経費に対
し、高速船の安定的な運航を図るための補助であるた
め、妥当性を欠くものではない。

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

 ⇒今後の方向性　 □充実　 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

国・鹿児島県の補助対象とならない経費の低減等
に努めるとともに、高速船の利用促進を図る。

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（

一
次
）

結
果

外
部
評
価
結
果

本事業を実施しなければ、高速船甑島の安定的な
運航が確保できず、甑島島民の生活安定及び産業
振興を図ることができないことから、現状のまま
継続したい。
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